
広島県後期高齢者医療広域連合告示第１８号 

 

 

以下の書類について、その住所及び居所が明らかでないため、その書類の送

達ができないので、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０

号）第１１２条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２

０条の２の規定によって、告示します。 

なお、送達すべき書類は、別紙に記される送達を受け、受けるべき者の住所

における当該市町において保管し、送達を受けるべき者の申出によって、当該

市町でこれを交付します。 

 

令和８年６月１０日 

 

広島県後期高齢者医療広域連合長 平谷 祐宏         

 

 

１ 対象書類   後期高齢者医療保険料額決定に関する通知書 

２ 対象者等   別紙のとおり 



公示送達対象者リスト

掲載番号 氏　名 公示する書類の名称 相当年度

1 燒本　武 後期高齢者医療保険料額決定通知書 令和8年度

2 堀田　千鶴子 後期高齢者医療保険料額決定通知書 令和8年度

3 高田　哲明 後期高齢者医療保険料額決定通知書 令和8年度

4 石꺄　俊男 後期高齢者医療保険料額決定通知書 令和8年度

5 小林　貞子 後期高齢者医療保険料額決定通知書 令和8年度

6 坂井　玉枝 後期高齢者医療保険料額決定通知書 令和8年度

7 内田　秀夫 後期高齢者医療保険料額決定通知書 令和8年度

8 上中　道惠 後期高齢者医療保険料額決定通知書 令和8年度

9 二俟　久絵 後期高齢者医療保険料額決定通知書 令和7年度

10 畠山　義明 後期高齢者医療保険料額決定通知書 令和7年度

11 林　重美 後期高齢者医療保険料額決定通知書 令和7年度

12 阪口　多喜子 後期高齢者医療保険料額決定通知書 令和7年度

　　　　以下余白

令和８年６月分


